
 

 

 

 

電子調達共同システム（e あいち）「物品等」への登録をお願いします。 

 

小牧市では、いわゆる建設コンサルタント業務（測量設計、建築設計、建築監理等）以外の各種

業務委託や、軽易な各種修繕業務の入札・見積徴収や契約・発注を、原則、電子調達共同システム

「物品等」の名簿に登録されている方を対象に行うこととしています。 

 

電子調達共同システム（e あいち）には、建設工事や建設コンサル業務に関する 「ＣＡＬＳ／

ＥＣ」と、物品購入や各種業務委託に関する「物品等」の２つの異なるシステムがあるため、下記

の２点についてご確認の上、適宜、手続きをお願いします。 

 

①電子調達共同システムの「物品等」への名簿登録について 

除草委託、植栽管理委託、浚渫委託及び管清掃等の各業務委託や、建設工事として発注しない  

修繕業務に関する入札へ参加希望の方は、電子調達共同システムの「物品等」において、該当する

営業種目へ登録をお願いします。（ただし、修繕業務でも建設工事として発注する案件への入札参

加には、「ＣＡＬＳ／ＥＣ」への登録が必要です。） 

（「物品等」への名簿登録は、「ＣＡＬＳ／ＥＣ」への名簿登録とは別途必要なものです。） 

 

【該当する営業種目の例】 

●業務委託の例 

・除 草 委 託：除草・草刈（３０１建物等各種施設管理－１０植物管理－０１除草・草刈） 

・植 栽 管 理 委 託：草地・樹木管理（３０１建物等各種施設管理－１０植物管理－０２草地・樹

木管理） 

・浚渫委託、管清掃：雨水排水施設機械清掃（枡・排水管等）（３０１建物等各種施設管理－０１

清掃－０６雨水排水施設機械清掃（枡・排水管等）） 

 

●修繕業務の例（建設工事として発注しない比較的軽易な修繕） 

・建物配水管修繕：上水道施設管理（運転・点検・保守）（３０１建物等各種施設管理－０８    

上・下水道施設管理－０１上水道施設管理（運転・点検・保守）） 

・建物（建具）修繕：建具・内外装材（１２６資材・素材－０９建具・内外装材） 

・電 気 設 備 修 繕：電気設備（３０１建物等各種施設管理－０２機械設備保守点検－０１電気  

設備 

 

※上記の種目は例示であり、これ以外にも、舗装道路面清掃、用水路樋門管理、電気設備保守点検

等の、いわゆる建設コンサルタント業務に当たらない業務委託について、入札参加を希望される

方は、「物品等」システムでの該当する営業種目への登録をお願いします。 

※営業種目の後ろのカッコ内の数字は、電子調達共同システム「物品等」における業種コードです。 

※既に、電子調達共同システム「物品等」に登録のある方は、変更申請（希望営業種目）で営業種

目の追加をお願いします。 

業務委託（除草、植栽管理、浚渫、管清掃、電気設備保守管理 等） 

及び 軽易な各種修繕業務の入札参加、受注希望の方へ 



※電子調達共同システム「ＣＡＬＳ／ＥＣ」とは別のシステムであるため、現在「物品等」に登録

のない方は、「物品等」へ新規登録申請（過去に登録実績のある方は継続申請）が、現在小牧市

以外には登録のある方は、小牧市への団体追加申請が必要です。この場合、名簿登録までに、  

１ヶ月前後の期間を要します。 

※この登録をしたことによって、指名や契約・発注を約束するものではありません。 

 

 

②「物品等」でのＩＣカード登録について 

①の「物品等」への名簿登録が完了しましたら、次に、ＩＣカードの登録をお願いします。 

ＩＣカードは、電子入札に参加する場合にのみ必要です。（小牧市では、「物品等」での電子入札

を試行しています。ＩＣカードの取得には費用が発生しますので、現段階では、既にＩＣカードを

お持ちの方に対して、ＩＣカード登録をお願いしています。） 

なお、使用するＩＣカードは、「ＣＡＬＳ／ＥＣ」と同一のＩＣカードでも登録できますので、

「ＣＡＬＳ／ＥＣ」にも登録されている各事業者の方は、ＩＣカード登録まで完了していただくよ

うお願いします。 

 「ＣＡＬＳ／ＥＣ」とは別システムですから、改めて各事業者の方において、ご自身で「物品等」

でのＩＣカード登録を行う必要があります。 

 （ＩＣカードの登録は、①の「物品等」への名簿登録後でなければ行えません。） 

 （登録方法は、電子調達共同システム「物品等」内の操作マニュアルをご参照ください。 

ＵＲＬ：http://www.buppin.e-aichi.jp/public/contents/manual/ebid/3-2-1.pdf#page=11） 

 

※この登録をしたことによって、指名や契約・発注を約束するものではありません。 

 

 

⇒①と②の両方の手続きを完了された方は、「物品等」で行う電子入札に参加することが 

可能となります。 

 

 

 

※入札参加資格審査申請に関する詳細事項は、市のホームページをご参照ください。 

 ＵＲＬ：http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/soumu/soumu/3/1/3/4/index.html 

 

 

 

 

 

 

●お問い合わせ先● 

                       小牧市総務部総務課契約検査係 

（電 話 番 号）0 5 6 8 - 7 6 - 1 1 0 3 

（ファクス番号）0 5 6 8 - 7 5 - 5 7 1 4 



ｅあいち　電子調達共同システムの仕組み

※システムの種別と、対象業務

　今回ご案内しています業務委託及び軽易な各種修繕業務の入札参加には、こちらの「物品等」

への登録が必要です。

電子調達共同システム「物品等」にて、入札参加資格審査申請をし、「物品等」

の名簿登録をしてください。

「物品等」でのＩＣカード登録をしてください。（ＩＣカードをお持ちの方）

※「ＣＡＬＳ／ＥＣ」に登録しているものと同一のＩＣカードでも登録できます。

☆「物品等」の電子入札に参加できます。（＜ステップ①＞まででも、紙入札には参加できます。）

小牧市総務部総務課契約検査係

（電話番号）0568-76-1103

eあいち
電子調達共同システム

ＣＡＬＳ／ＥＣ

物品等

建設工事 、 設計・測量・建設コンサルタント等に関する業務委託

＜ステップ②＞

⇒
⇒

物品購入 、 各種業務委託（ＣＡＬＳ／ＥＣに該当しない業務委託） 、
軽易な各種修繕業務

⇔ （２つのシステムは、別システムのため、それぞれで入札参加資格審査申請が必要）

＜ステップ①＞


